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2014 年 3 月 
海外研究員(ケープタウン) 

佐藤千鶴子 
 
 

南アフリカ、土地返還申請の受付再開へ 
 

 

2014 年 2 月 25 日、南アフリカの国民議会（下院）は、土地権返還法修正法案を賛成 216 票、

反対 59 票の圧倒的多数により可決した（Essop 2014）。2013 年 2 月にズマ大統領が国会開会演

説で、前回の土地返還申請期限（1998 年 12 月末）までに申請を提出しなかった（できなかった）

人々に対して改めて機会を与えることを発表したことを受け 1、返還申請の受付再開を目的に同年

5 月に公布された同法案は、9 ヶ月のパブリック・コンサルテーション・プロセスを経て国会を通

過することになった。正確には、現在、全国州評議会（上院）で同法案の審議が続けられており、

上院により改めて各州で公聴会が実施される可能性はある 2。だが、総選挙を 5 月 7 日に控え、

農村開発・土地改革ポートフォリオ委員会（以下、ポートフォリオ委員会）の長を務める与党ア

フリカ民族会議（ANC）所属議員が同法案を選挙前に成立させることを繰り返し強調してきたこ

とを考えれば、土地返還申請の再開は既定路線といえるだろう。同法案は、2018 年 12 月末まで

返還申請の提出を認めること、これまで対象外となっていた旧ホームランドにおける農村改良事

業（betterment）により土地権を失った人々も土地返還の対象とすることを提案した。 
 
 
1． 同法案の背景 

土地返還事業は、アパルトヘイト体制撤廃後の南アフリカにおける土地改革政策の柱のひとつ

をなしており、その主旨は、1913 年の原住民土地法制定以降、人種差別的な法律・慣行により強

制的に土地を奪われた人々に対して、土地の回復・代替地の提供・金銭的賠償のいずれかの方法

により、奪われた土地の権利回復を行うことである。支配階級（南アフリカの場合、白人）から

被支配階級（同、黒人）への土地の再分配という一般的な土地改革政策のみならず、実際に所有

ないし居住していた土地（しばしば「祖先の土地」と表現される）を元の所有・居住者（および

その直系子孫）に戻すことを意図する点に特色がある。政府の土地返還委員会が個々の申請の有

効性を調査し、有効性が認められた場合、現在の土地所有者との交渉が行われ、権利回復の方法

が決定される。1998 年 12 月末の締め切りまでに約 8 万件の返還申請が提出され、2013 年 3 月末

までに 7 万 7334 件について権利回復の方法が決定され、そのうち 5 万 9758 件について権利回復

が終了した。1995 年以降、同事業に 160 億ランド（およそ 1600 億円）が費やされたが、そのう

                                                   
1 同法案公布の背景には 2013 年が土地法制定 100 周年にあたることが関係していたと思われるが、ンクウィンティ（Nkwinti）
農村開発・土地改革相によれば、2009 年の大統領就任直後からズマ大統領は(1)土地返還申請の受付再開と(2)1994 年法の対象

外となったコイ、サンの土地権要求に対する対策を講ずることを同大臣に対して命じていたという（2013 年 12 月 1 日、西ケー

プ州ウェリントンで行われたナマ・フェスティバルでの同大臣の発言）。 
2 南アフリカでは、下院での審議過程のみで法制化される法案（憲法第 75 条項法案）と、下院と上院両方での審議が必要とさ

れる法案（憲法第 76 条項法案）があり、「土地返還法修正法案」は昨年末に後者に指定された。 

http://www.ide.go.jp/
http://www.ide.go.jp/


 http://www.ide.go.jp 

http://www.ide.go.jp  Copyright (C) JETRO. All rights reserved. 
 

2 

ち 100 億ランドが 144 万ヘクタールの土地取得に使われ、60 億ランドが 7 万 1292 件に及ぶ金銭

的賠償の支払いに充てられた（Nkwinti 2013）3。これらの数字が意味するのは、これまでの土

地返還申請の多くが金銭的賠償という形で処理され、その多くが都市部の土地に対する返還申請

であったということである。 

農村開発・土地改革省によれば、2013 年 3 月末までに土地返還事業の恩恵を受けた人々は推定

180 万人（南アフリカの総人口の 3.6%）であるのに対し、1913 年以降の人種差別的な法律・慣

行により土地を失った人々は少なく見積もっても 750 万人に上る。つまり、現行の土地返還事業

の成果をみる限り、政策の意図する白人支配体制の遺産の是正にはほど遠く、人種別の土地所有

率に対するインパクトはわずかである。理論的には、土地返還事業の対象からもれている人々は

土地再分配事業を通じて土地を得ることができることになっているが、現実には実現していない。

そのため、同省がこれまで各州で実施してきたワークショップや日常的な業務を遂行する上では、

土地返還申請の受付再開を求める声が相次いで寄せられることになった（DRDLR 2014; Kariuki 
2013: 7-8）。とりわけ、東ケープ州の旧シスカイ地区を中心に、農村改良事業による土地権の喪

失を対象外とする現行の土地返還事業に異議を申し立てるため、ブラマサンゴ（Vulamasango）4

という社会運動体が結成され、訴訟や請願活動が積極的に展開されることになった。これらの事

情を踏まえて同省は、返還申請の受付を再開するため、2013 年 5 月、同法案を公布するにいたっ

た。 
 
2．同法案に対する反応－国会の公聴会と参考人招致を傍聴して 

1998 年 12 月末の期限までに何らかの理由で申請を提出できなかった人々に対して、土地返還

申請提出の機会を与えることで正義を実現し、南アフリカ社会のさらなる転換を進める上で、同

法案は大きな貢献をなしうる。けれども、返還申請の受付再開に対しては、慎重な意見も多く出

されることになった。同法案に対するパブリック・コンサルテーションは 2013 年 5 月末～6 月に

かけて農村開発・土地改革省への書面提出という形で第 1 段階が行われ、若干の改定を経て 10
月に同法案は議会での審議に移された。ポートフォリオ委員会は書面提出と同年 11 月～2014 年

1 月に各州 2 ヵ所において公聴会を開催した上で、団体や学識者を中心とする参考人招致を行っ

た。筆者は 1 月末に行われたググレトゥ・タウンシップでの公聴会と参考人招致を傍聴した。 
ググレトゥ・タウンシップでの公聴会は、屋内競技場において午前 9 時過ぎから午後 3 時過ぎ

まで休憩なく実施され、競技場内に設置された椅子と観覧席を埋めたたくさんの人々のなかから

およそ 20 強の人々がランダムに選ばれ、発言の機会を与えられた。時間のわりに発言者の数が少

ないのは、コーサ語、英語、アフリカーンス語の 3 つの言語が飛び交い、これら 3 つの言語での

通訳が行われたためである。もっとも多かった発言は、1998 年 12 月末の期限までに申請を提出

したものの、申請が未解決のままであったり、その進捗状況が不明であることに対して不満を表

明する意見であった。提出した申請のファイルを土地返還委員会が喪失した事例や、ひとつのレ

                                                   
3 これは農村開発・土地改革担当相の予算演説で用いられた数字であるが、ここでは権利回復が終了した申請件数約 6 万件に対

して、金銭的賠償の支払いが 7 万件超となっており、明らかに食い違いが見られるものの、その原因ははっきりとはわからなか

った。ひとつ考えられるのは、1 件として数えられる返還申請が集団によってなされている一方で、金銭的賠償については集団

に含まれる個々の世帯に対して支払いが行われたため、後者のカウント数が終了した申請件数よりも多くなっている可能性であ

る。 
4 コーサ語で「扉を開く」の意。 
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ファレンス番号が複数の申請人に与えられた事例があることも述べられた。返還申請の受付を再

開する前に、既存の申請を解決すべきであるとの意見もだされた。他方、同法案が対象外とした

1913 年以前の土地喪失に対する返還申請も考慮してほしいとする意見は、コイ、サンを名乗る集

団の代表のみならず、複数のコーサ語話者からも聞かれた。アバテンブ（Abathembu）首長を名

乗る発言者は、土地返還プロセスに伝統的指導者を関与させるように求めた。幾人かの発言者が、

返還申請の受付再開をきっかけに、再び申請を提出するつもりであることを述べたものの、全体

として既存の返還事業の遅延と不透明性に対する不満の声が多かった 5。 
委員会の参考人招致には、土地NGO、学識者、商業農場主団体アグリ南アフリカ（AgriSA）、

最大労組連合の南アフリカ労働組合会議（COSATU）などが呼ばれた。全体として、返還申請の

受付再開を原則としては歓迎しつつも、実質的には受付再開により既存の土地返還事業がさらに

困難に陥るとして、懸念を表明する意見が多かった 6。主な問題として指摘されたのは、次の 5
点である。 
 第一に、前回の期限までに返還申請を提出したものの、さまざまな理由でいまだ権利回復の方

法について合意が形成されていない申請が農村開発・土地改革省の説明では 3000 件とされてい

るが、実際にはこの件数はその 3 倍、9000 件である。さらには、合意が形成されたものの実行に

移されていない申請件数が 2 万件以上あり、これらのほとんどが農村の土地を対象とする、複雑

で、多数の世帯を含む集団の申請であり、解決にはさらに 10～20 年を要すると思われる 7。この

ような状況において返還申請の受付を再開することは、キャパシティ不足の問題を抱える返還委

員会の仕事量をさらに増加させ、既存の申請の解決にも悪影響を及ぼす可能性がある。 
 第二に、前回の土地返還申請が認められた事例を含め、ある土地に対して重複する返還申請が

提出される可能性があるため、いったんクローズとなった事例を再び検討する必要性が生じる場

合や、返還申請の解決がさらに複雑になる可能性がある。たとえば、ある土地から 1930 年代に

人々が移動させられ、さらに同じ土地から 1960 年代に別の人々が移動させられた場合、どちら

の人々の権利が優先されるのかがはっきりしないが、返還申請の受付再開により、こういった、

ある土地に対して重複して出される申請の数が大きく増える可能性は否定できない。とりわけ、

すでに認められた土地返還申請に対して土地に対する権利を取り消されないようにする保障が求

められたが、その理由として返還申請の受付再開が「伝統的指導者による対抗申請の提出」をも

たらす危険性がある、との意見も述べられた 8。 
 第三は、土地返還にかかる費用の問題である。申請受付を再開した場合、どれだけの申請が提

出されるかについて、農村開発・土地改革省の『規制インパクト評価報告書』は、農村改良事業

に由来する返還申請を認め、以前よりも多くの人々が土地返還事業について認知していることか

ら、新たに約 40 万件の返還申請が提出されると見積もり、その解決には 1300～1802 億ランドか

かると推定した（Kariuki 2013: 16-17）。土地 NGO を中心に十分な実行予算を確保する必要性が

訴えられる一方で、この莫大な費用をどこから調達するのか、財務省は受付再開に伴う費用負担

を確約しているのか、という点について、野党民主同盟（DA）所属議員から繰り返し質問が出さ

                                                   
5 2014 年 1 月 28 日、ググレトゥ・スポーツ・コンプレックスで行われた西ケープ州公聴会。  
6 2014 年 1 月 29 日、ポートフォリオ委員会の全国公聴会（参考人招致）。 
7 貧困・土地・農村問題研究所（Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies）による口頭での意見陳述。 
8 法律社会センター（Centre for Law and Society）による口頭での意見陳述。 
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れた。この問題は、国会における同法案の採決の際にも大きな議論の的となった。 
 第四に、農場主団体を中心に、申請受付再開に伴い、土地の所有権に対する不確実性が高まる

ことで、農業生産や土地市場に対して負の影響が出る可能性が指摘された。土地返還事業では、

ある土地に対する返還申請の有効性が確立されると、所有者に対してその事実が知らされると同

時に、官報にも記載される。官報に記載された土地の所有者は、返還申請が解決するまで土地を

他人に売り渡すことができなくなる。これにより土地の市場価値が低下するとともに、農場主に

とっては土地に対する投資のインセンティブがなくなるため、農業生産に支障をきたす、という

のが議論の主旨であり、かりに申請受付再開が避けられないならば、5 年ではなく、6 ヵ月程度に

受付期間を短縮すべきである、と主張された。 
 第五に、農村開発・土地改革省や与党 ANC が法案成立を不必要に急いでおり、十分なパブリ

ック・コンサルテーションがなされていないとして、同法案が出された動機とタイミングを 2014
年 5 月に予定されている選挙と関連づけ、選挙で票を獲得するための策略にすぎない、との意見

が述べられた。同法案は、前回の提出期限に間に合わなかった人々やこれまでの返還事業から排

除されていた人々に対して返還申請を提出する機会を与える、という点で一見、民衆の要求や期

待に応える内容に見える。けれども、返還委員会のキャパシティ向上や十分な実行予算がなけれ

ば、人々に過度の期待を与えるだけの「空っぽの約束」にすぎないし、1990 年代から返還申請の

解決を待っている人々やすでに土地返還事業により権利の回復を受けた人々にとっては、むしろ

否定的な結果をもたらしかねない。 
 また、委員会の参考人招致では、通常、参考人として招致された人々にしか意見表明の機会が

与えられないが、当日、出席していたグリクワ国民会議代表に対して特別に発言権が認められ、

同代表は、コイ、サンの要求に耳を傾け、1913 年以前の土地喪失についても同法案でカバーする

ようにとの陳情を行った。 
 
おわりに 
 委員会の参考人招致から 5 日後の 2 月 3 日、農村開発・土地改革省は書面および口頭での意見

表明に対する返答を委員会の会合において行ったが、参考人招致で出されたさまざまな提案や懸

念は、既存の返還申請を優先的に処理するという文言を加えることで同法案を修正するという 1
点を除き、すべて却下された（DRDLR 2014）。3 週間後、法案は国会を通過し、上院での審議に

移された。通常、上院での法案通過には最低でも 6 週間ほどかかることから、議会が解散され、

同法案が失効する可能性はゼロではない（Hall and Weinberg 2014）。けれども、冒頭で述べた

ように、選挙を 2 ヶ月後に控え、同法案が国会（下院）を通過したことが大々的に報道された今

では、法案を葬り去ることも難しいだろう。同法案は、選挙を目前にした与党 ANC による「空

っぽの約束」にすぎないのだろうか？ 過去 3 年間の土地返還予算は 30 億ランド程度であり、

2014 年度に配分された予算も 27 億ランド弱にとどまっている。この予算規模では、返還申請の

受付が再開された場合、すべての申請を解決し返還事業を終了するまでに 48～66 年も時間がか

かってしまうことになる。ANC は土地返還事業の終了を急いではいないのかもしれない。はっき

りしているのは、土地返還が今後も南アフリカ政府の政策および政治の焦点であり続けるだろう

ということである。 
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